
　
「
ゆ
る
き
ゃ
ら
」

が
各
地
に
増
え
て

い
る
。
全
国
的
に

は
「
ひ
こ
に
ゃ
ん
」

「
く
ま
モ
ン
」や「
バ

リ
ィ
さ
ん
」、「
ふ

な
っ
し
ー
」
な
ど

が
有
名
。
岩
手
の

「
わ
ん
こ
き
ょ
う

だ
い
」
は
県
の
マ
ス
コ
ッ
ト
と

し
て
も
活
躍
し
、
数
々
の
グ
ッ

ズ
や
歌
も
出
し
て
い
る
。
そ
の

他
「
し
ゅ
わ
ま
ろ
く
ん
」
や
「
ケ

キ
ョ
き
ち
」「
の
ん
ち
ゃ
ん
」「
た

か
た
の
ゆ
め
ち
ゃ
ん
」
な
ど
、

各
地
の
観
光
や
名
産
、
施
設
・

企
業
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
を
題
材

に
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
数
多

く
存
在
す
る
。
そ
の
数
は
県
内

で
も
30
を
超
え
、
今
も
増
え
続

け
て
い
る
▼
こ
れ
ほ
ど
人
気
を

集
め
た
の
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

の
人
気
が
地
域
振
興
に
繋
が
る

と
の
考
え
に
よ
る
。
特
に
成
功

し
た
「
く
ま
モ
ン
」
の
影
響
が

大
き
い
。
昨
年
の
関
連
商
品
の

売
り
上
げ
は
２
９
３
億
円
に
達

し
て
い
る
▼
ゆ
る
き
ゃ
ら
の
参

加
す
る
Ｃ
Ｍ
や
イ
ベ
ン
ト
は
増

え
て
お
り
、
タ
レ
ン
ト
の
採
用

に
比
べ
コ
ス
ト
が
低
く
、
ご
当

地
代
表
と
し
て
の
人
気
も
あ
る

た
め
、
商
業
的
に
も
メ
リ
ッ
ト

が
あ
る
と
の
判
断
に
よ
る
。
だ

が
、
地
域
や
企
業
が
独
自
に
作

る
キ
ャ
ラ
は
、数
が
増
え
す
ぎ
、

最
近
で
は
認
識
度
が
低
い
キ
ャ

ラ
は
、Ｐ
Ｒ
に
な
り
に
く
い
と

の
面
が
出
始
め
て
い
る
▼
売
れ

な
け
れ
ば
排
除
さ
れ
る
。
ゆ
る

き
ゃ
ら
の
世
界
に
も
競
争
原
理

が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
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2013確定闘争・当面する闘争方針などを決めた中央委員会2013確定闘争・当面する闘争方針などを決めた中央委員会

県職労第113回中央委員会県職労第113回中央委員会

2013確定闘争方針など賛成多数で承認2013確定闘争方針など賛成多数で承認

　

県
職
労
は
10
月
18
日
、
達
増

知
事
あ
て
の
統
一
要
求
書
を
提

出
し
、
今
年
度
の
確
定
闘
争
を

ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

　

ま
た
、
来
年
度
の
定
期
人
事

異
動
に
関
す
る
要
求
書
も
あ
わ

せ
て
提
出
し
、
大
槻
人
事
課
総

括
課
長
と
の
交
渉
を
実
施
し
た
。

　

交
渉
で
は
、
県
職
労
が
欠
員

知事あて「大型ハガキ」
署名にご協力を

「確定闘争課題」解決に向けた、知事あて『大型ハ
ガキ署名』の取りくみを行っています。多くの職
員の皆さんのご協力をお願いいたします。

　高教組・県立学校事務職員組合が中心的に取り
組んでいる「現行の高校授業料無償制度」を維持
し、新たな財源で給付型奨学金を求める署名にご
協力をお願いします。

■現行の高校授業料無償制度を維持し、
新たな財源で給付型奨学金を

求める署名■

　

県
職
労
は
、
10
月
12
日
、
第
１
１
３
回
中
央
委
員
会
を
盛
岡
市
の
自
治
労
岩
手
県

本
部
大
会
議
室
で
開
催
し
た
。
中
央
委
員
総
数
28
人
中
、
本
人
出
席
23
人
、
委
任
状

出
席
５
人
、計
28
人
の
中
央
委
員
が
出
席
し
、一
般
会
計
・
特
別
会
計
更
正
予
算
案
な
ど
、

全
て
の
議
案
を
執
行
部
提
案
の
と
お
り
承
認
し
、
13
確
定
闘
争
を
全
力
で
取
り
組
む

こ
と
を
確
認
し
た
。

の
現
状
や
解
消
に
向
け
た
対
策

等
に
つ
い
て
質
し
た
の
に
対
し
、

大
槻
課
長
は
復
興
に
向
け
た
人

員
体
制
強
化
と
あ
わ
せ
て
欠
員

解
消
で
き
る
よ
う
対
応
し
て
い

く
と
答
え
た
。
回
答
内
容
は
以

下
の
と
お
り
。

①
欠
員
解
消
と
人
員
体
制

　

10
月
１
日
時
点
で
の
欠
員
は

67
人
。
10
月
に
10
人
の
前
倒
し

採
用
を
し
た
が
、
11
月
１
日
付

で
さ
ら
に
４
人
の
採
用
を
考
え

て
い
る
。
来
年
度
の
補
充
採
用

の
計
画
は
、
試
験
採
用
と
し
て

Ⅰ
種
採
用
88
人
・
Ⅲ
種
採
用
15

人
程
度
、
選
考
採
用
と
し
て
保

健
師
や
薬
剤
師
等
の
専
門
職
を

中
心
に
15
人
程
度
、
県
配
置
の

任
期
付
職
員
は
30
人
程
度
の
採

用
を
予
定
し
て
い
る
。
こ
の
ほ

か
、
民
間
経
験
者
の
枠
と
し
て
、

建
築
職
と
土
木
職
を
20
人
程
度

募
集
し
て
お
り
、
任
期
の
定
め

の
な
い
職
員
で
の
増
員
を
考
え

て
い
る
。

②
雇
用
と
年
金
の
接
続
に
向
け

　
た
再
任
用
の
意
向
確
認

　

例
年
11
月
中
旬
に
募
集
を

行
っ
て
お
り
、
同
様
の
時
期
に

意
向
把
握
を
行
い
た
い
。
人
事

ヒ
ア
リ
ン
グ
の
際
に
も
確
認
し

て
い
く
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

決
定
次
第
周
知
す
る
。

③
来
年
度
の
組
織
再
編

　

復
興
の
た
め
の
組
織
強
化
に

か
か
る
調
整
は
あ
る
が
、
大
が

か
り
な
統
廃
合
等
は
考
え
て
い

な
い
。

④
人
事
異
動
内
示
に
向
け
た
ス

　
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

組
織
定
数
の
考
え
方
を
早
め

に
示
せ
る
よ
う
努
力
す
る
。
身

上
調
書
は
例
年
ど
お
り
11
月
中

旬
頃
と
考
え
て
い
る
が
、
所
属

長
の
取
り
ま
と
め
の
関
係
か
ら
、

職
員
が
時
間
の
な
い
中
で
検
討

を
迫
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
と

も
伺
っ
て
お
り
、
で
き
る
だ
け

早
め
に
職
場
へ
配
布
で
き
る
よ

う
努
め
る
。

⑤
振
興
局
長
権
限
で
の
市
町
村

　
人
事
交
流

　

昨
年
度
も
交
流
人
事
に
関
し
、

本
人
へ
の
説
明
不
足
や
、
市
町

村
の
内
示
時
期
ま
で
勤
務
場
所

が
決
ま
ら
な
い
な
ど
、
不
安
と

混
乱
が
生
じ
て
い
る
旨
、
お
話

を
い
た
だ
き
、
関
係
部
局
へ
話

を
つ
な
げ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
あ

ら
た
め
て
承
ら
せ
て
い
た
だ
く
。

個
別
具
体
の
実
態
も
含
め
て
相

談
が
あ
れ
ば
対
応
す
る
。

復
興
に
向
け
た
人
員
体
制
強
化
と
欠
員
の
解
消
め
ざ
す

知
事
あ
て

統
一
要
求
書
提
出

13
確
定
闘
争
ス
タ
ー
ト

　

は
じ
め
に
、
平
中
中
央
執
行

委
員
長
が
あ
い
さ
つ
に
立
ち
、

「
年
度
の
前
半
を
振
り
返
る
と
、

賃
金
カ
ッ
ト
阻
止
の
取
り
組
み
、

そ
し
て
引
き
続
い
て
の
人
勧
期

の
取
り
組
み
と
、
我
々
の
賃
金

を
い
か
に
確
保
し
引
き
上
げ
て

い
く
か
、
こ
の
取
り
組
み
が
中

心
だ
っ
た
。
現
実
に
行
わ
れ
た

賃
金
カ
ッ
ト
は
、
理
不
尽
な
政

府
か
ら
の
強
制
、
そ
の
他
に
も

制
度
上
の
様
々
な
矛
盾
、
弊
害

が
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
我
々

が
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
現
実
、

事
実
に
私
た
ち
は
気
付
く
必
要

が
あ
る
と
思
う
。
働
い
た
分
の

賃
金
を
得
る
、
当
然
、
賃
金

カ
ッ
ト
を
や
め
さ
せ
る
。
こ
の

秋
の
取
り
組
み
が
ま
さ
に
そ
の

こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の

中
央
委
員
会
を
経
て
確
定
闘
争

に
全
力
を
注
い
で
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
な
要

求
・
行
動
に
結
び
付
け
て
い
く

取
り
組
み
を
ぜ
ひ
お
願
い
し
た

い
」
と
述
べ
、
活
発
な
討
論
で

今
後
の
取
り
組
み
へ
の
結
集
を

訴
え
た
。

　

中
央
委
員
か
ら
は
、
「
ス
ト

ラ
イ
キ
を
含
む
取
り
組
み
を
提

起
し
て
も
ほ
と
ん
ど
の
人
が
ス

ト
の
経
験
が
無
い
中
で
、
戦
術

的
に
無
理
が
あ
る
。
検
討
を
」

「
賃
金
要
求
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ

る
意
見
集
約
だ
け
で
な
く
、
標

準
的
な
生
活
水
準
を
保
つ
た
め

に
は
最
低
限
こ
れ
だ
け
の
収
入

が
必
要
だ
と
か
、
あ
る
程
度
の

バ
ッ
ク
デ
ー
タ
を
持
っ
て
当
局

と
対
峙
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
」
（
気
仙
・
中
村
）

「
県
南
地
域
は
放
射
能
対
応
が

あ
り
、
我
々
職
員
が
検
体
を

触
っ
た
り
測
定
し
た
り
し
て
い

る
。
人
員
が
不
足
し
て
い
る
こ

と
も
あ
り
、
い
つ
ま
で
対
応
が

続
く
の
か
と
言
う
不
安
も
あ
る
。

安
全
衛
生
委
員
会
や
局
長
交
渉

で
も
検
診
を
実
施
す
べ
き
等
の

話
を
し
て
い
る
が
、
あ
ら
た
め

て
検
査
体
制
の
充
実
と
環
境
整

備
を
お
願
い
し
た
い
」
（
胆

江
・
佐
藤
）
「
４
支
部
合
同
で

の
県
南
広
域
局
長
交
渉
に
向
け

て
、
現
在
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施

し
、
要
求
書
に
ま
と
め
て
い
る

と
こ
ろ
。
組
合
員
の
生
の
声
を

届
け
る
た
め
、
本
部
の
協
力
・

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
お
願
い
し
た

い
」
（
一
関
・
高
橋
）
「
人
事

異
動
に
伴
い
、
通
勤
の
た
め
に

持
ち
出
し
が
増
え
た
と
か
、
赴

任
先
の
公
舎
が
足
り
な
く
て
民

間
ア
パ
ー
ト
を
借
り
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
持
ち
出
し
が
増
え
た

と
か
、
仕
事
の
た
め
に
自
己
負

担
が
増
え
る
実
態
が
多
く
あ
る
。

特
に
通
勤
に
か
か
る
自
己
負
担

は
切
実
な
問
題
だ
。
今
回
の
確

定
闘
争
の
中
で
、
取
り
組
み
の

強
化
を
お
願
い
し
た
い
」
（
二

戸
・
小
野
）
「
東
北
６
県
の
状

況
を
見
る
と
、
岩
手
だ
け
が
極

端
に
組
合
加
入
率
が
低
い
。
何

か
原
因
が
あ
る
の
か
と
思
う
。

原
因
を
追
究
し
対
策
を
講
じ
る

べ
き
」
（
花
巻
・
橋
本
）
な
ど
、

各
中
央
委
員
か
ら
方
針
を
補
強

す
る
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
自
治
労
総
合
共
済
基

本
型
の
新
制
度
移
行
に
伴
う
、

「
県
職
労
総
合
共
済
規
程
及
び

規
程
細
則
の
一
部
改
正
（
案
）

に
係
る
職
場
討
議
に
つ
い
て
」

（
２
面
〜
５
面
参
照
）
の
提
案

が
行
わ
れ
、
賛
成
多
数
で
可
決

決
定
さ
れ
た
。

具
体
的
な
要
求
・
行
動
に
結
び
付
け
る
取
り
組
み
を

具
体
的
な
要
求
・
行
動
に
結
び
付
け
る
取
り
組
み
を
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　県職労総合共済規定及び県職労総合共済規定細則の一部改正（案）職場討議に
ついて、10月12日に開催された県職労第113回中央委員会において職場討議に
付すことが賛成多数で承認されたことから機関紙本号において「討議案」につい
て掲載をしますので、各支部・分会において討議をお願いします。

岩手県職員労働組合総合共済規程及び岩手県職員労働組合総合
共済規程細則の一部改正（案）に係る職場討議について

　総合共済制度の充実を図るため、岩手県職員労働組合総合共済規程及び岩手県職員
労働組合総合共済規程細則の一部を次のように改正することについて、職場討議に付
します。
　なお、標記規程及び規程細則の一部改正については次期大会で決定することとしま
す。
１　改正の目的
　県職労総合共済は、これまで、自治労総合共済基本型への再共済（全員加入）により、
制度の安定的な運営を確保してきました。
　そして2011年６月の自治労共済と全労済との統合を受け、2013年６月からは、自
治労総合共済基本型を全労済に全額再共済したところです。
　これに伴い自治労共済は、「総合共済」を「総合（慶弔）共済」に名称変更したうえで、
支払認定基準や給付額等を全労済の総合（慶弔）共済再共済事業規約に準じた内容
とするための改定を行いました。
　こうした経緯により、県職労総合共済を再共済している自治労総合共済基本型
が、2014年４月から新制度に移行することに伴い、県職労総合共済の給付内容等の
見直しが必要になったことから、所要の改正を行うものです。
　なお、給付内容等の見直しにあたっては、組合員の受給にかかる権利の維持を第
一に、県職労総合共済の財政状況も考慮しながら検討を行ったところです。
２　改正の要旨
⑴　現行の「県職労総合共済」と、再共済先である2014年４月施行の「自治労総合
（慶弔）共済」との整合性を勘案したうえで、給付内容、認定基準等及び給付
金額の見直しを行ったこと。（規程第13条第２項関係及び別表第１、細則第４条
関係及び第５条関係）
⑵　集団で旅行をする場合の届け出の義務を削除し、新たに免責に係る条項を加え
たこと。（規程第７条第１項第３号関係及び規程第９条第４項関係）
⑶　その他、所要の整備を図ったこと。

３　改正内容
　　別掲　新旧対照表のとおり
４　施行時期
　　2014 年４月１日施行
（改正の概要）
１　「県職労総合共済」と「自治労総合（慶弔）共済」との整合性を図るための見直し
　⑴　給付事業の内容について、自治労総合（慶弔）共済の名称・範囲等に合わせ　
　　て記述を整理

＜規程＞　第８条第２項第４号、第９号、第 12 号、第 15 号②～⑤
　　　　　第 11 条第２項第３号
　　　　　第 12 条第２項
　　　　　第 13 条第２項各号

　⑵　自治労総合（慶弔）共済給付金を踏まえた給付内容の見直し
＜規程＞　別表第１
　　　　　・（1）　組合員、準組合員甲→「住宅災害見舞金」、「退職餞別金」
　　　　　・ （2）準組合員乙→「自治労セット共済継続者期間中適用」欄を
　　　　　　　　　　　　　　　削除し、欄外注釈で整理。

　⑶　認定基準の整理
ア　給付認定の事務処理においては、自治労総合（慶弔）共済の認定と同一基準
を設けることで、県職労総合共済の制度の安定運営と事務の軽減を図っていた。
　　今回に自治労総合（慶弔）共済の基準が改定されたことに伴い、認定の齟齬
を防ぐため、県職労総合共済の認定基準を、「自治労共済総合（慶弔）共済事業
基準規約に定めるとおりとする。」とし、個別の記載を削除する。
　＜細則＞　第４条第２項、第３項、第５項及び第７項（改正後：第４条第２項）
イ　上記（1）以外の給付認定について整理したもの。
　＜細則＞　第４条第４項、第６項、第８項から第 10 項（改正後：第４条第３項）

　⑷　自治労総合（慶弔）共済に準じて、必要書類や要件を整備
　　　＜細則＞　第５条第４項から第９項（改正後：第５条第５項から第８項）
　　　　　　　　第５条の２
２　集団旅行届出義務の削除及び免責条項の追加
　組合員及び準組合員の義務として位置づけられているものの、該当するケースが
ほとんどない状況のためこの条項を削除し、新たに非常時等の免責について規定す
る条項を加える。
　＜規程＞　第７条第１項第３号及び同条第２項第３号　｝削除　＜細則＞　第３条第２項
　＜規程＞　第９条第４項及び第 11 条第２項第４号を追加
３　その他所要の整備
　⑴　様式番号の整理
　　　欠番の解消と様式名称の整理を行うもの。
　　＜細則＞　第４条の２第１項第３号③
　　　　　　　第４条の２第１項第５号③
　　　　　　　第５条第２項
　　　　　　　第５条第４項
　　　　　　　第６条第４項
　⑵　所属分会がない組合員にかかる申告書の証明について整備
　　市町村等へ派遣されている場合など、分会に所属しない組合員にかかる申告書
の証明について整備し、あわせて申告書の証明と審査について整理したもの。

　　＜細則＞　第５条第３項（申告書の証明と審査）　　第５条第３項（申告書の証明）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第５条第４項（申告書の審査）
　⑶その他の整理
　　＜規程＞　第６条第１項第３号
　　　・「自治労自動車共済」→「じちろうマイカー共済又は自治労自動車共済」
　　＜細則＞　第４条の２第３項
　　　・事業を特定させるため、事業名称「生きがい対策」を追加
　　＜細則＞　第６条第２項
　　　・「組合員カードに記載した銀行」→「中央執行委員長が指定する口座」

岩手県職員労働組合総合共済規程
第１条～第５条（略）
（権利）
第６条　組合員及び準組合員は、次の権利を
有する。
⑴、⑵　（略）
⑶　自治労共済又は県職労が行う各種共済
制度を利用する権利。ただし、準組合員
乙は、退職時の継続加入共済及び自動車
共済に限る。

２（略）
（義務）
第７条　組合員及び準組合員は、次の義務を
負う。
⑴、⑵　（略）
⑶　組合員及び準組合員が旅行を集団で行
うとき、行先、期間、氏名を届け出る義務

２　前項に規定する義務を履行しないとき
は、次の扱いとする。
⑴、⑵　（略）
⑶　前項第３号を履行しない場合は、次条
第２項第１号の給付は、自治労共済再共
済分のみ給付する。

３（略）
（事業）
第８条（略）
２　給付事業は、次のとおりとする。
⑴～⑶　（略）
⑷　火災及び災害見舞金の給付

⑸～⑻　（略）
⑼　組合員及び準組合員甲に対する重度障
害給付金の給付
⑽、⑾　（略）
⑿　組合員及び準組合員甲に対する退職餞
別金
⒀、⒁　（略）
⒂　第14条第１項第３号ただし書の規定に
該当する準組合員乙に対する給付は、次
のとおりとする。
①　本人死亡に対する弔慰金の給付
②　配偶者、子及び親の死亡に対する弔
　慰金の給付
③　本人に対する結婚祝金の給付
④　本人に対する重度障害給付金の給付

３（略）
 （給付金）
第９条（略）
２～３（略）

第10条（略）
 （給付の請求及び制限）
第11条（略）
２（略）
⑴、⑵　（略）
⑶　自己の犯罪行為（刑法各条に定める犯
罪行為をいう。）に伴う事実が発生し、
中央執行委員会が給付することが適当で
ないと認めたとき。

 （権利の得喪）
第12条（略）
２　給付の請求は、その原因である事実の生
じた日から３年以内にしなければならな
い。
（請求権者及び遺族の範囲等）
第13条（略）
２　前項ただし書に規定する遺族の範囲及び
順位は、次のとおりとする。
⑴　配偶者

⑵　組合員及び準組合員であった者の死亡
の当時、その者と生計を一にしていた、
父母、孫及び祖父母

⑶　前号に定める以外の子、父母、孫及び
祖父母並びに兄弟姉妹

３（略）
第14条～第24条　省略　

附　則　

岩手県職員労働組合総合共済規程（案）
第１条～第５条（略）
（権利）
第６条　組合員及び準組合員は、次の権利を
有する。
⑴、⑵　（略）
⑶　自治労共済又は県職労が行う各種共済
制度を利用する権利。ただし、準組合員
乙は、退職時の継続加入共済及びじちろ
うマイカー共済又は自治労自動車共済に
限る。

２（略）
（義務）
第７条　組合員及び準組合員は、次の義務を
負う。
　⑴、⑵　（略）
　⑶　削除
２　前項に規定する義務を履行しないとき
は、次の扱いとする。
　⑴、⑵　（略）
　⑶　削除

３（略）
（事業）
第８条（略）
２　給付事業は、次のとおりとする。
⑴～⑶　（略）
⑷　組合員及び準組合員甲に対する住宅災
害見舞金の給付
⑸～⑻　（略）
⑼　組合員及び準組合員甲に対する重度障
害見舞金の給付
⑽、⑾　（略）
⑿　組合員及び準組合員甲に対する退職餞
別金の給付
⒀、⒁　（略）
⒂　第14条第１項第３号ただし書の規定に
該当する準組合員乙に対する給付は、次
のとおりとする。
①　本人死亡に対する弔慰金の給付
②　配偶者、子及び親並びに配偶者の親
　の死亡に対する弔慰金の給付
③　本人に対する住宅災害見舞金の給付
④　本人に対する結婚祝金の給付
⑤　本人に対する重度障害見舞金の給付

３（略）
（給付金）
第９条（略）
２～３（略）
４　戦争その他の非常な出来事及び地震、津
波、噴火その他これらに類する天災の発生
により、規定の給付金を支払えない場合
は、岩手県職員労働組合の大会（以下「大
会」という。）又は中央委員会の承認を得
て、給付しないこと又はこの規定によらな
い給付をすることができる。
第10条（略）
（給付の請求及び制限）
第11条（略）
２（略）
⑴、⑵　（略）
⑶　自己の犯罪行為（刑法各条に定める犯
罪行為をいう。）に伴う事実が発生し、
中央執行委員会が給付することが適当で
ないと認めたとき。
⑷　第９条第４項に該当する場合で、給付
しないことを決定したとき。

 （権利の得喪）
第12条（略）
２　給付の請求は、その原因である事実の生
じた日の翌日から起算して、３年以内にし
なければならない。
（請求権者及び遺族の範囲等）
第13条（略）
２　前項ただし書に規定する遺族の範囲及び
順位は、次のとおりとする。　　　
⑴　組合員及び準組合員であった者の配偶
者
⑵　組合員及び準組合員であった者の死亡
の当時、その収入によって生計を維持し
ていたその者の子、父母、孫、祖父母お
よび兄弟姉妹
⑶　組合員及び準組合員であった者の死亡
の当時、その収入によって生計を維持し
ていたその者の配偶者の子、父母、孫、
祖父母および兄弟姉妹
⑷　第２号に該当しないその者の子、父
母、孫、祖父母および兄弟姉妹
⑸　第３号に該当しないその者の配偶者の
子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

３（略）
第14条～第24条　省略　

附　則　
（施行期日）
この規程は、2014年４月1日から適用する。

総合共済規程改正内容

改正前 改正後

備　考 改正部分は、下線の部分である。




